
 

 

 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和４年１０月２８日（金）  開会 午後 ３時 

閉会 午後 ４時 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長職務代理者 金澤 敬治 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  井川 洋二 ２番委員   岸本  昇 ３番委員   天羽 俊文 

４番委員  野口 俊廣 ５番委員   大貝 美治 ６番委員   金澤 敬治 

７番委員  原田 和彦 ８番委員  久米 裕純  ９番委員  川人 泰博 

 11番委員  板東美佐緒 12番委員   品山 昌美 13番委員  植田美惠子 

 14番委員  廣瀬 長市 15番委員  細川 勝義 16番委員  谷川 興一 

 17番委員  鎌田 良昭 18番委員  政岡   茂 19番委員   市岡 沙織 

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

 １番委員  瀬畑 俊夫 ２番委員   安廣 貴明 ３番委員   佐野 泰弘 

８番委員  中川 敏明 11番委員  松浦 義幸 15番委員  笹田  孝 

 17番委員  多田  孝  

５ 欠席者 ＜農業委員＞ 

  10番委員  佐々木永薫  

＜農地利用最適化推進委員＞  

  

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議案件 

（農地関係議案） 

  第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

 第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

 第４号議案  非農地証明願の審議について 

 第５号議案  相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について 

 第６号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第７号議案  農用地利用集積計画の承認について 

第８号議案  買受適格証明願（耕作目的）の審議について 

 

報告事項 

(農地関係) 

 １．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第４条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

３．農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

４．農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用の届出について 

５．農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

６．農地法第１８条第６項の処理について 

７．転用許可の取消について（４条許可） 

８．農地転用許可後の工事進捗状況報告について 

 



 

 

 

(農政関係) 

 １．県農業会議が実施した県への政策提案について 
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（農地関係議案 午後3時） 

事務局 

 

 

議長 
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それでは、定例総会を始めさせていただきます。本日の議長は会長職務代理者の金

澤委員が務めることとなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和４年１０月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会

は、農業委員１９名のうち半数を超える１８名が出席しており、会議が成立しており

ます。欠席の届出がありました委員は、議席番号１０番、佐々木永薫委員です。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定によ

り、議長が指名します。議席番号１２番、品山昌美委員と、議席番号２番、岸本昇委

員の両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請

の審議を開始します。それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請について御説明し

ます。議案書１ページを御覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番と２番は譲受人が同じため併せて説明させていただきます。譲渡人から譲受人

へ、相手方の要望による売買で、それぞれ農地１筆の所有権を移転するものです。譲

受人である法人は農地所有適格法人として認定しており、会社の所在は東京ですが、

支店が徳島市にあり、代表取締役も徳島市に住んでおります。対象地は、現在は草木

が繁茂していますが、年内に整地して営農型太陽光発電の設置を目指すとのことで

す。譲受人の耕作面積は許可後１３ｈａに至り、譲受人は対象地において、ドクダミ

やサカキの栽培を行うとのことです。 

３番の説明をさせていただきます。譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買

で、農地１筆の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後５１ａに至り、

譲受人は対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後８６ａに至り、譲受人は対象地において、

野菜の栽培を行うとのことです。 

続いて２ページを御覧ください。５番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望によ

る売買で、農地１筆の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後   

１６５ａに至り、譲受人は対象地において、果樹の栽培を行うとのことです。 

６番と７番は、譲渡人と譲受人がそれぞれ農地の相互交換により、所有権を移転す

るものです。６番の譲受人の耕作面積は許可後１０９ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、野菜の栽培を行うとのことです。７番の譲受人の耕作面積は許可後１３５ａに

至り、譲受人は対象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

８番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後４３２ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

続いて３ページを御覧ください。９番と１０番は譲受人が同じため併せて説明させ

ていただきます。９番は労力不足による経営縮小のための売買で農地２筆を、１０番

は農業廃止による売買で農地２筆を所有権移転するものです。譲受人の耕作面積は許
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可後２５７ａに至り、譲受人は対象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

１１番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地２筆の所有

権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後５１ａに至り、譲受人は対象地に

おいて、果樹の栽培を行うとのことです。 

１２番は、貸人から借人へ、相手方の要望による使用貸借権設定で、農地１筆に許

可日から５年間の使用貸借権を設定するものです。借人の耕作面積は許可後７３ａに

至り、借人は対象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

続いて４ページを御覧ください。１３番は、譲渡人から譲受人へ、同一世帯内での

部分贈与で、農地１筆の所有権の５分の１を移転するものです。現在は、譲渡人が  

５分の２、譲受人が５分の３の持ち分で所有権を有しており、許可後は譲渡人が  

５分の１、譲受人が５分の４の持ち分となります。譲受人の耕作面積は許可後７４ａ

に至り、譲受人は対象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

第１号議案は以上１３件で、対象地は、田１２,３８３㎡、畑１,４２５.９１㎡、合

計１３,８０８.９１㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見・御質問はありませんか。 

 

１２番案件は、使用貸借権設定であれば、利用権の設定でも良いと思いますが、こ

ちらに挙げている理由は何かありますか。 

 

こちらの農地は市街化区域の農地となっておりまして、利用権設定は調整区域でし

か結べないことから、こちらで挙げさせていただいています。 

 

それでは、他に御意見がないようですので、採決いたします。第１号議案の農地法

第３条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第１号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。 

続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請について御説明します。

議案書５ページを御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は所有する農地を、公衆用道路に転用するものです。しかし、申請地はすでに転用行

為が行われていたため、農地法の手続きを取らなかったことを反省する旨の始末書の

提出があります 

以上、本案件につきましては、農地法に規定されている立地基準および一般基準に

おいて、許可要件を満たしているものと思われます。 

第２号議案は１件で、地目は、畑のみ、２.７６㎡で、転用目的の内訳は、その他施

設用地２.７６㎡です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 
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それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第２号議案の農地法   

第４条の規定による許可申請は、本案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第２号議案については本案件を許可することに決

定いたしました。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、御説明します。 

議案書６ページを御覧ください。 

１番と２番は、譲渡人及び譲受人が同一であるため、併せて御説明します。申請地

は、いずれも公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、所

有権を移転し、太陽光発電施設に転用するものです。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。使用貸

借権を設定し、借人が専用住宅に転用するものです。 

４番と５番は、譲受人が同一であるため、併せて御説明します。申請地は、公共投

資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、アスファルトの製造・

販売業を営んでおり、不動西町二丁目に、アスファルトの製造工場を所有しています。 

今回、所有権を移転し、露天資材置場と、それに付随する通路に転用するものです。 

６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、所有権を移転し、太陽光発電施設及び看板用地に転用するものです。申請地の一

部が、すでに看板用地として転用されていたため、農地法の手続きを取らなかったこ

とを反省する旨の始末書の提出があります。 

７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。賃貸借

権を設定し、借人が露天資材置場に転用するものです。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準および一般基準に

おいて、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、資材置場及

び駐車場となっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済

であり、転用規模が大規模である１番案件については地区審査を実施しました。 

第３号議案は、全７件で、地目は、田が３,５５２㎡、畑が１,７１１.９０㎡で、合

計５,２６３.９０㎡です。転用目的の内訳は、住宅用地２１８㎡、駐車場・資材置場

１,４９３.９０㎡、その他施設用地３,５５２㎡です。以上で説明を終わります。御審

議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、  

1番案件の地区審査に参加していただいた、多家良地区の井川委員さん、転用計画の

内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１３日の午後２時より、１番案件の地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は、岸本委員、安廣推進委員、瀬畑推進委員と私の委員４名と転用者側１名、

事務局２名の７名です。 

申請対象の農地は、八多町坂東にあり、第２種農地に区分されるとのことです。今

回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、太陽光発電施設に転用

しようとするものです。造成については、現況の地盤に再生砕石を１５㎝ほど盛土し
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ます。排水については、雨水のみで地下浸透するとのことで、地元の水利組合から排

水同意書の提出もあるようです。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、被害防除措置についても問題はなく、多家良地区の委員は、一致して許可やむ

を得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第３号議案の農地法   

第５条の規定による許可申請については、全案件を許可することに異議はございませ

んか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第３号議案は全案件を許可することに決定いたし

ました。 

続きまして、第４号議案、非農地証明願の審議を開始します。それでは事務局より、

議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、非農地証明願について御説明いたします。議案書８ページを

御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。対象

地は、昭和４４年３月１０日に隣接する土地の家屋を増設した際に、家屋の一部が農

地部分にかかっていることに気付かず、増設したもので、現在も住宅として使用して

いるとのことです。１番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地

化の確認資料としましては、昭和４４年５月２１日撮影の航空写真があり、また、現

地が非農地化していることを現地調査でも確認しております。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。対象

地は、昭和５６年ごろに隣接する土地に住宅を建築した際に、住宅の一部として取り

込まれ、現在も住宅として利用しているとのことです。２番は、農地として機能して

いない状態が継続しており、非農地化の確認資料としましては、平成１４年５月   

１３日撮影の航空写真があり、また、現地が非農地化していることを現地調査でも確

認しております。 

第４号議案は２件で、対象地は田７.５４㎡、畑８５１㎡、計８５８.５４㎡です。

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第４号議案の非農地証明

願については、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。 

続きまして、第５号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議を開始し
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ます。それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

それでは第５議案、相続税の納税猶予適格者証明願について、御説明させていただ

きます。議案書９ページを御覧ください。今月の申請は２件です。対象地及び相続関

係を示す資料等の添付書類は整っています。 

１番の対象地は１筆、２,３６０㎡で、継続して耕作状態にあります。 

２番の対象地は、10筆、１１,６５１㎡で、全ての農地で、継続して耕作状態にあ

ります。 

第５号議案は以上２件で、対象地は田、１０,３５８㎡、畑、３,６５３㎡、合計で   

１４,０１１㎡となっています。御審議をよろしくお願いします。 

  

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第５号議案の相続税の納

税猶予に関する適格者証明願については、全案件を承認することに異議はございませ

んか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第５号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

続きまして、第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認に

ついて、を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明します。議案書１０ページを御覧ください。 

１番は、倉庫として利用している部分もございますが、それ以外の農地は問題なく

耕作を継続しております。 

２番は、全ての農地で、問題なく耕作を継続しております。 

第６号議案は以上２件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積

は、田１,４３０㎡、畑３,００５㎡、計４,４３５㎡です。御審議をよろしくお願いし

ます。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第６号議案の相続税の免

除予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議

はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

続きまして、第７号議案、農用地利用集積計画の承認についての審議を開始します。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第７号議案、農用地利用集積計画について御説明します。それでは、議案
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書11ページを御覧ください。 

全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める、利用権設

定に関する要件はすべて満たしていると思われます。今月は新規設定が７件、再設定

が５３件で合計６０件となっており、そのうち、賃貸借権が４３件、使用貸借権が  

１７件となっております。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番から 8 番が、多家良地区    

１4 筆・8 件、９番が、勝占地区１筆・１件、１０番から１２番が、上八万地区    

13筆・3件、１３番から１４番が入田地区3筆・2件、１５番から１９番が、応神

地区9筆・5件、２０番から３６番が、川内地区３８筆・17件、３７番から４２番

が国府地区２７筆・６件、４３番から５２番が南井上地区２６筆・１０件、５３番か

ら６０番が北井上地区１７筆・８件となっております。 

利用権設定については以上で、田８２筆・９7,７９４.０9 ㎡、畑６６筆・          

7２,３７７㎡の合計１４８筆・１７０,１７１.０９㎡となります。 

第７号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。御審議をよろ

しくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委

員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第７号議案の農用地利用

集積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第７号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

続きまして、第８号議案、買受適格証明願の審議を開始します。それでは事務局よ

り、議案の説明をお願いします。 

 

第８号議案、買受適格証明願耕作目的について御説明します。議案書２０ページを

御覧ください。 

１番から２番は、いずれも差押による競売に付された対象地の取得を希望している

ものであります。競売に参加する際には、農地法の許可を受けられない者が落札する

ことを防ぐため、農業委員会から買受適格証明の交付を受けることとされておりま

す。２件とも耕作目的での取得でありますので、３条の許可基準に基づいて証明の可

否を御審議いただくものです。 

全ての申請について法定の添付書類は整っており、また、農地法第３条第２項各号

の不許可要件に該当しているものは見受けられないと思われます。耕作労力・農機具

の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への支障・影響を生ずる要因は特に

見受けられません。 

１番と２番案件は、同一人からの申請であり、申請人の耕作面積は１番と２番どち

らも取得した場合は５８a に至り、対象地においてシキミの栽培を行うとのことで

す。第８号議案は以上２件で、対象地は田のみ３,６７４㎡となります。 

また、集計表の下に記載しておりますように、これらの案件に係る買受適格証明願

の交付を承認した場合において、その交付を受けた者が最高価買受申出人または次順

位買受申出人となり、法第３条の許可申請があった場合は、会長が当該証明願の交付

時と事情が異なっていると認めたときを除き、許可をするものとすることにつきまし

ても、あわせて御審議いただきますようよろしくお願いします。 
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なお、本審議につきましては、期間入札公告に付された物件への入札情報を示すも

のであるため、入札期間が終了する令和４年１２月１４日までは、案件の有無自体を

非公開情報とするものですので、委員の皆様方におかれましても十分御留意ください

ますよう、よろしくお願いいたします。それでは、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委

員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので、採決いたします。第８号議案の買受適格証

明願については、全案件に証明書を交付すること、及び交付を受けた者が買受申出人

となり、法第３条の許可申請があった場合は、交付時と事情が異なっていると認めた

ときを除き、会長が許可することについて異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第８号議案については全案件に買受適格証明書を

交付することとし、買受申出人となった者から、法第３条の許可申請があった場合は、

交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、会長が許可するものとします。 

引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

それでは報告事項について、御説明します。議案書２１ぺージを御覧ください。 

１番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出についてです。相

続による権利取得1件受理しました。 

２２ぺージを御覧ください。２番は、徳島県農業会議に諮問していた、農地法    

第 4 条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付についてです。1 件交付

しました。 

２３ぺージを御覧ください。３番は、徳島県農業会議に諮問していた、農地法   

第5条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付についてです。24件交付

しました。 

２４ぺージを御覧ください。4 番は、農地法第 4 条第１項第８号の規定による市

街化区域内の農地転用の届出についてです。3件受理しました。 

２５ぺージを御覧ください。5番は、農地法第５条第１項第７号の規定による市街

化区域内の農地転用の届出についてです。27ページに渡り17件受理しました。 

２８ページを御覧ください。6番は、農地法第１８条第６項合意解約の処理につい

てです。29ページに渡り4件受理しました。 

３０ページを御覧ください。7 番は転用許可 4 条許可の取消についてです。１件

取消しました。 

３１ページを御覧ください。8番は農地転用許可後の工事進捗状況報告についてで

す。１件受理しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

御意見がないようですので、次の農政関係の報告事項へ進めます。県農業会議が実

施した県への政策提案についてで、ございますが、事務局から報告をお願いします。 

 

それでは、農業会議が県に実施した政策提案につきまして御報告いたします。 

お手元の「農政報告 資料」を御覧ください。 

先月３０日、県庁において、出席者一覧も付いておりますが、徳島県農業会議の寺
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井会長はじめ、本市の川人会長も副会長として参加し、「２０２３年度 徳島県重点

農業施策に関する政策提案」が実施されましたので、御報告します。 

出席者の一覧の次に「２０２３年度徳島県重点農業施策に関する政策提案」という

表題がありまして、１枚めくって、「目次」を御覧ください。意見募集の時に送付さ

せていただいた、県の農業施策の基本戦略(「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基

本計画」)に掲げられた４項目、および委員会組織の体制に関しての、計５項目につ

いて、提言を行っております。 

本農業委員会も、８月総会で「県への提言」として議決し、県農業会議へ提言を提

出しておりました。 

１ページを御覧ください。まずは「危機事象に対応した『食料生産・供給体制』の

強靭化」ということで、今の資材高騰対策や中間管理機構の体制強化、生産基盤の整

備に関して提言がされております。 

本委員会からは、農地中間管理機構の管理徹底やＰＲの強化をお願いしておりまし

たが、３番の最後の文章で、抽象的な表現ではありますけれども、事業が円滑に進む

ように体制を強化してください、ということで提言されております。また、ほ場整備

事業の「農地中間管理機構農地整備事業」を活用した場合における畔のコンクリ仕上

げも対象にしてほしいと意見提出をしておりましたが、農地集積における大区画化へ

の問題もあり、４番の下段のほうで、当該整備事業については「地域の実情に応じた

きめ細やかな基盤整備に」という表現で提言していただいております。 

続いて、２ページでございますが、大きな２番として、「『次世代人材』の育成確

保と『スマート農業』の実装」ということで、新規就農の親元就農への支援や、第三

者継承、女性農業者への支援を掲げておりますほか、３ページに移りまして、農福連

携やスマート農業の促進支援について、提言がされております。 

４ページに移ります。大きな３番、「新しい日常への対応」ということで１番の前

段、「『大阪・関西万博』に向け、「阿波ふうど」の商標・ロゴを最大限に活用した

ＰＲに努めるとともに、」の部分については、本委員会から提出した意見をそのまま

採用していただいております。また、２番の輸出拡大については、中段落のコメの輸

出についても本委員会の意見を採用していただいてます。 

５ページについては、持続可能な農林水産業の実現ということで、環境負荷低減の

取組み支援や鳥獣害対策の強化、６ページについては、農業委員会組織の体制強化へ

の提言がされております。御参照ください。 

提言の内容については以上になりますが、これを受けての知事のコメントが次の

「徳島県重点農業施策に関する政策提案の概要」にありますので、また御一読くださ

い。 

なお、この概要の裏側「概要２」に「意見交換」の部分の内容の記載がありますが、

川人会長も第３者継承と阿波ふうどの活用についてコメントをしていただいており

ます。簡単ではございますが、政策提案の説明について、報告を終わります。 

 

ただ今、事務局からの説明がありましたが、何か御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御意見等がないようですので、以上をもちまして、令和４年１０月徳島

市農業委員会総会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 


